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　社会保守審議会障害者部会は、１２月１０日「部会報告～障害者自立支援法施行後３年の見直しについて～（案）（以下報告案）を示し、その取りまとめを行なおうとしている。
　私ども障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（略称：障全協）は、結成以来、４つの権利【生きる権利・学ぶ権利・働く権利・政治参加の権利】の旗を高く掲げながら、「権利」としての施策の拡充を４０年以上も訴え続け､その先頭に立って運動をすすめてきた。

　その立場から、「障害者自立支援法」の実施にあたっては、決して障害者の暮らしを守る制度とはならないとして、その成立以前から継続して、制度の抜本的改正を求めてきた。また、関係団体との共同のとりくみも重視してきた。

またこの間、「「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（案）」に関するコメント」（２００８年２月２８日）、「障害者自立支援法関連要望書」（２００８年４月１４日・６月１８日・１２月１日）「障害者自立支援法等の見直しについての意見」（２００８年１０月３１日）を提出し、その抜本的改善への要望を行なってきた。

　こうした立場から、今回の報告案に関してのコメントを以下のように発表する。
1、 厚生労働省は「施行後３年の見直し」にあたり、本年４月より障害者部会を開催してきた。部会では、計１９回の審議を経て、今回の「部会報告」（案）のとりまとめに至った。同省は、今後この報告案をふまえ、また与党ＰＴの「抜本的見直しに関する報告書」等を加味して、法「改正案」をまとめることとしているが、現時点でその全体像さえ明らかにされていない。
それどころか、年末の来年度予算案の閣議決定を受けて、その予算の範囲内での「改正案」にしようとしていることは、まさに、この間の審議を軽視するものであり、まず遺憾の意を表するものである。
2、 さらに重大なことは、当事者・関係団体が主な制度上の問題点として指摘してきた、「定率負担」について、報告案では、「費用を広く国民で分かち合えるという趣旨を踏まえ、負担能力に応じて負担を求めるよう所得に応じて決め細やかな軽減措置が講じられていることを国民に明確になるようにしていくことが必要。」として、負担軽減措置を継続することで、応能的負担制度に切り替えたがごとく、提案することは、断じて看過することはできない。本来の法の根幹に係る「定率負担制度」そのものの是非を含め、障害福祉サービスにおける「負担問題」を曖昧にすることは、多くの障害当事者が訴え続けてきた「生きることに必要な支援を『益』とみなすのか」という社会への問いかけを無視するものといわざるをえず、断じて許すことはできない。
3、 事業報酬の「日割り」問題は、「利用者への配慮」を前提として、「報酬の『日払い』を維持しながら、安定的運営のため、利用者欠席時の体制整備などにも着目した措置を講じること。」との結論についても、本来の福祉事業の運営における公的責任を曖昧にし、さも当事者と事業者との関係論のみに着目した手法として論立てされていることも看過できない。
4、 また、法附則においても、「施行後３年を目途に見直しを図る。」とした課題の中でも、障害者の範囲・所得保障、応益負担、資産要件、介護保険との統合等について「検討課題」として結論を先送りし、大きな問題を持つ「障害程度区分認定」の制度についても、「早急に実態を調査」として、「一からの見直し」を指摘しながらも先延ばしされている。このことを前提に平成２１年４月における時点で、抜本的改正が行なわれないことは、厚生労働省の不作為といわざるを得ない。障害者自立支援法の施行以来急増する諸種の不安やサービス支援における様々な問題点が、障害児者の暮らしに大きく影を写している実態から言えば、まさに一時の猶予もなく、抜本的改善を行なうべきである。この点では、サービス利用の対象者像も不明瞭であるばかりか、当事者の実態に関する具体的把握も行なわれることなく、諸団体からのヒヤリングを中心とした議論のみを前提として、これら意見の検証もなく、厚生労働省としての施策を展開することは、当該法の根本的問題である「当事者抜きの政策決定」との批判の踏襲を行っていることとなり、二重の意味で、その不作為を指摘せざるを得ない。
5、 当然、こうした課題を先送りした中で、一部報酬等の改定が行なわれたとしても、制度そのものの矛盾から、現状の「必要に応じた社会的支援」が充足するとは到底考えられず、まして福祉現場における人材難の課題を放置すれば、制度そのものの崩壊を招きかねない状況まで、事態が深刻化していることを強く認識する必要がある。

6、 これらの議論が、「障害者権利条約」の批准を前にした、我が国の障害福祉制度の総点検の時期に、こうした矛盾ある制度を放置することは、国際的位置からも許されないばかりか、我が国に住まう、障害者の権利保障の観点からも放置されてはならない問題といわざるを得ない。
　こうした観点から、改めて本格的な「障害者の権利保障」に関する条約趣旨を踏まえ、「応益負担制度の廃止」「福祉サービス利用者の対象枠の拡大」「障害程度区分認定方式の抜本的見直し」「適切なサービス利用を可能とする現実的なサービス体系の再整備と事業報酬の抜本的見直し」等について早急に具体化されることが求められる。

しかしながら、現状での進捗を見れば、障害者自立支援法は一旦廃止し、一から作り直すべきことを強く指摘するものである。

